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１ 背景と目的 

職業リハビリテーション（以下「職リハ」という。）に

おいては、障害者の職業生活への適応に向け、自己決定等

を支援するために「自己理解」が重要とされている。一方

で、高次脳機能障害者は、自らの障害及びその影響の理解

に困難を伴う場合が多い。また、岡村１）によると「自己

理解」を深めることがメンタルヘルス上の問題に結びつく

可能性もある。職リハにおいて、「自己理解」に着目した

支援を行うことが重要であることに違いはないが、「自己

理解」を深めることに焦点をあてることにはリスクが伴う。

したがって、望ましい支援のあり方を検討する必要がある。 

本稿は2020～2021年度に障害者職業総合センター研究部

門が実施した「高次脳機能障害者の障害理解と職業リハビ

リテーション支援に関する研究」の内容を報告する。 

本調査研究はまず、職リハ従事者が高次脳機能障害者の

支援で用いている「自己理解」の捉え方や支援の実態を明

らかにする。次に、医療等領域における「障害理解」に関

する知見や動向を文献から整理する。その上で、これらを

統合・整理することで、高次脳機能障害者の「自己理解」

と職リハ支援の望ましいあり方及び残る課題を明確にする

ことを目的とした。なお、医療等領域で「自己の障害やそ

れに関連する問題についての理解」を示す「障害理解」の

概念と職リハ領域の「自己理解」の概念は重なっている部

分はありつつも、異なる概念であると仮定し、区別して表

記した。 

 

２ 方法 

(1) 第１次フォーカスグループインタビュー（以下「第１

次FG」という。） 

職リハ従事者が、高次脳機能障害者の「自己理解」をど

のように捉えて支援をし、その支援過程でどのような困難

を感じているのか明らかにすることを目的に、10年～20年

の業務経験のある障害者職業カウンセラーを対象としたグ

ループインタビューを行った。 

(2) 文献調査 

「障害理解」の概念の捉え方、支援方法に関する国内外

の文献を調査した。その上で、第１次FG で明らかになっ

た職リハにおける「自己理解」の捉え方や支援に関する実

態との共通点を整理した。 

 

(3) 第２次フォーカスグループインタビュー（以下「第２

次FG」という。） 

第１次FG 及び文献調査の結果を踏まえて作成した支援

仮説の内容をテーマに10年～20年の業務経験がある障害者

職業カウンセラーを対象としたグループインタビューを

行った。この結果を基に支援仮説の修正を行い、高次脳機

能障害者の「自己理解」の性質を踏まえた望ましい支援及

び残る課題を明らかにした。 

 

３ 結果 

(1) 第１次FG 

 障害者職業カウンセラー合計15名を３グループに分け、

第１次FGを行った。 

 この結果のまとめは、以下のとおりである。 

 障害者職業カウンセラーは、高次脳機能障害者の

「自己理解」の概念の捉えにくさを感じていた。「受

容」等の心理的要因や、障害特性及び社会環境的な

要因によりその状態像が変わることや、「自己理解」

という用語の概念が幅広いため支援機関又は個人に

よって捉え方が異なっている可能性があることが捉

えにくさの要因であると考えられた。 

 障害者職業カウンセラーは、「自己理解」の支援を行

う際に、支援対象者との信頼関係の構築を基盤とし

た上で、支援対象者の支援ニーズや目標に着目し、

その目標達成に向けたアプローチを行っていた。こ

の際、「自己理解」の深化を目標に掲げるというより

は、行動変容や環境整備による課題解決や解消に目

を向けた支援を行う中で「自己理解」を支援すると

いう態度をとっていた。 

 「自己理解」の支援には長期的な視点が必要との認

識が根本にあるため、家族や会社の同僚を含めた周

囲のサポート体制や支援機関の連携体制の構築を重

視していた。しかし、このような周囲のサポート体

制は、社会資源の問題又は重要な他者と支援対象者

との関係性など、様々な事情により構築しにくい場

合もあることが難しさとして挙げられた。 

(2) 文献調査 

ア 「障害理解」の捉え方と支援 

医療等領域における「障害理解」の概念整理の発展、

「障害理解」の評価及び支援の効果的な実施方法について
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文献調査を行った。主要な点を以下に示す。 

 「障害理解」の多様な側面を指摘しているモデルが

あった。例えば Toglia & Kirk２）は、「障害理解」を

「自分の能力と限界についての知識」、「課題の性質

ややり方についての知識」、「今行っている課題がで

きているかどうかの認識（セルフモニタリング）」、

「自己のパフォーマンスの予測」等に分けて捉える

必要性を示していた。 

 Fleming & Ownsworth３）は、「障害理解」が生物・

心理・社会環境的な影響要因により変化するもので

あることを指摘し、これらの影響要因を考慮した支

援選択の重要性に言及していた。 

 Toglia & Maeir４）は、「障害理解」自体を支援目標と

するのではなく、本来の目的を意識した手法選択の

重要性を指摘していた。 

イ 第１次FG結果と文献調査結果の接点の整理 

第１次FG 及び文献調査の結果を統合し、共通点や相互

に補完している点を以下(ァ)(ィ)のように整理した。 

(ｱ) 高次脳機能障害者の「自己理解」を捉えるための視点 

 「自己理解」を「能力や限界についての知識」「課題

についての知識」「セルフモニタリング」「パフォー

マンス予測」といった多面的な側面に分けて捉え、

アセスメントすることが重要である。 

 「自己理解」に影響を与える生物・心理・社会環境

的な背景要因を意識する必要がある。 

 「自己理解」を深めること自体を目的とするのでは

なく、支援対象者の目標達成に向けた支援を行う中

で「自己理解」を支援する意識が重要である。 

(ｲ) 「自己理解」の性質を踏まえた支援方法の選択 

 ①信頼関係を構築して協働関係を結ぶこと、②支援

対象者の目標達成に向けた支援を行うこと、③社会

環境的なサポート体制を整えることが、支援を行う

際に前提として持っておくべき視点である。 

 生物・心理・社会環境的視点でのアセスメントを踏

まえ、心理的ストレス増大のリスクがある場合には、

上記の前提に重点を置くことや、習慣形成、動機を

高めるアプローチなどを選択する必要がある。 

(3) 第２次FG 

ここまでの整理を支援仮説とした上で、望ましい支援と

残る課題を明らかにするため、支援仮説のメリット・デメ

リット、代替案や課題をテーマに第２次FG を行った。第

２次FGは、障害者職業カウンセラー合計17名を対象に、

３グループに分けて実施した。結論は次のとおりである。 

ア 支援仮説を踏まえた支援の有用性 

 「自己理解」の多様な側面、多要因の影響を考慮す

る考え方は、職リハ従事者にとっても実感のある考

え方であった。また、信頼関係の構築、目標達成に

向けた支援、社会環境的サポートの活用といった基

本的な姿勢の有用性も支持された。 

 支援目的に沿った「自己理解」の支援のため、社会

環境的側面への支援や、社会資源を活用し長期的な

視点で支援することの重要性が、改めて指摘された。 

イ 支援仮説に明記すべきポイント（修正事項） 

 ①「残存能力」や「できるようになること」に着目

する視点や②フィードバックの工夫（問題を支援対

象者の中から切り離して扱う外在化及び多くの事例

で一般的に見られる事象として課題を伝える一般化

の手法、相談内容を書き出し一緒に振り返るなどの

相談における一貫性の意識、仕事に関連付けた補完

手段の提案）が追記ポイントとして挙がった。 

ウ 残る課題 

 今後の課題として、①社会資源の活用や連携におけ

る課題（社会資源の不足や、支援機関間での共通認

識の難しさ）、②継続的な支援の難しさ、③障害を就

職（復職）先に開示することの難しさ、④心理・社

会的側面の把握や見極めの難しさが挙がった。 

以上の結果を踏まえ、支援仮説の修正を行った。完成し

たものは、『高次脳機能障害者の「自己理解」の性質を踏

まえた支援ポイント～「自己理解」を捉え、支援するプロ

セス～』として、本発表と同じタイトルの調査研究報告書

No.162の巻末資料として掲載した。 

 

４ 考察 

本調査研究により、高次脳機能障害者の「自己理解」を

理解するための枠組みについて一定の整理ができたと考え

る。これにより、高次脳機能障害に係る職リハ関係者間の

共通理解に繋がることが期待できる。今後は、この枠組み

を基に、より具体的なアセスメント手法や、職場の理解促

進に繋がる示し方等の開発が研究課題になると考える。 
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イ 企業調整 

本人も含めたケース会議を開催し、現状の報告や復帰時

期の調整を行った。本人の復職に対する不安感払拭のため

双方の意向を随時確認していく他、本人・支援員で高次脳

機能障害についての説明を行った。また、企業が復帰時の

イメージをつけやすく、スムーズな受け入れが可能となる

よう、少なくても月に１度の頻度でメールまたは電話にて

訓練の経過報告や、現状（症状も含めた変化）の報告を

行っていった。 

ウ 関係機関との連携 

当事業所を利用しながら、失語症の改善を目的に外来リ

ハビリも同時並行して活用。適宜情報共有を行った他、企

業への提出書類が必要な場合は病院への連絡調整を行った。  

家族にとっては発症後間もない中、就労移行への利用と

なったことや、外来リハビリへの送迎など、発症後新たな

生活様式へ対応を迫られる他、復職への不安や今後の生計

の不安、高次脳機能障害への理解がままならない状況であ

るためご家族への連絡を行い、不安の聞き取りをしながら

適宜説明や、対処方法を一緒に確認する時間を確保した。 

エ リハビリ出勤 

本人、企業双方で復職時期の目安を設定し、それに合わ

せてリハビリ出勤を実施した。リハビリ出勤開始前に本人

の障害特性と工夫点、配慮事項を記載した資料を本人とと

もに作成し、企業に提出した。合わせて本人からも随時自

身の障害特性を伝えていくことを確認しあった。 

企業の当初の意見としては、「営業に戻ることが難しい

場合でも本人の出来る業務を見つけ、出来ることで働く」

であったが、当初の直属上司が転勤となり上司が変更と

なったことで、「高次脳機能障害（失語症）は改善して、

営業職に戻る」と意向が変わったこと、また失語症の理解

不十分も重なり、事例への対応や配慮が不足している事態

が起きた。 

事例本人としても、職場復帰した後の自分の無力さを痛

感し、「自分の存在価値はないのではないか」「会社は辞

めてほしいと思っているのではないか」と自信喪失に陥り

徐々に会社・自宅での自発的な行動が減り孤立していった。 

オ 定期面談 

リハビリ出勤となった時点で当事業所は定着支援のため

のフォローアップに移行となり、定期面談で対応していた。  

上記の事態に陥っていることを把握した時点で、本人への

聞き取りの他、ご家族・企業への連絡を開始し、企業に対

し、障害特性の説明や配慮事項について改めて情報共有の

機会の確保を出来るよう連絡調整している段階である。 

 

４ 事例からの学びと今後に向けて 

今回、過去２回にわたり、「北海道での高次脳機能障害

の方の復職支援の実現、今後の展望」について報告した。

復職支援の実現を果たし、現在支援を行う中で事例を通し

てわかったこと、今後取り組むべきことを以下に考察する。 

(1) スムーズな利用調整 

札幌市保健福祉局【就労系サービスに関する手引き

（Q&A集）（令和２年２月）】によると、「就労支援機

関や医療機関等の復職支援における対象者要件に該当しな

い等の理由により、復職支援を利用できない方については、

条件を満たす場合に限り、個別に就労移行支援等の利用を

認める」としている。具体的条件として、①企業及び主治

医の事業所利用が適当と判断した同意書、②効果的かつ確

実に復職が見込めることを示す具体的な支援内容となる。

特に②については、企業に事業所利用が適当か否かの判断

を求めるため利用前から情報開示が必要となる。そのリス

クから利用を断念される方もおり、事業所側も少ない情報

の中から有効性を伝えなければいけない難しさがある。ま

た障害状況に加え、復職という個別性の高さから各区役所

での支給決定判断に時間を要すことが少なくない。 

(2) 高次脳機能障害の症状理解の促進 

過去の報告にて「企業側の復職モデルの少なさ」を課題

として提示した。今回の事例からも、高次脳機能障害とい

う【わかりにくい障害】【見えにくい障害】という部分か

ら、復職支援の必要性を認識しづらいこと、その反面復職

後に対応方法や症状理解に困難を示す傾向がある。 

(3) 二次的障害の防止 

高次脳機能障害の方の復職は、発症前の自分と比較し、

自信喪失や孤独感を感じる状況下に陥りやすく二次的障害

を発症するリスクが高くなることがあげられる。 

 以上のことからも、私たち就労支援員が今後取り組むべ

きことは「復職支援の事例実績をあげ、本人・企業にとっ

てメリットがあることを伝えていく」ことである。高次脳

機能障害の方の受傷・発症から復職、就労継続を支援し、

事例を通して示していくことで有効性の実証ができ、戦力

としての復帰を果たすことが出来るのではないかと考える。 

 

【参考文献】 
1) 札幌市保健福祉局『就労系サービスに関する手引き（Q&A

集）』,p20（令和2年2月） 
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就労移行支援事業所における高次脳機能障がいの方の復職支援の実践報告 

～地域ニーズの聞き取りと結果～ 
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１ はじめに 

高次脳機能障害の方の復職支援は働き方改革の柱である

と考える。そこに札幌市が考えるリワーク支援やデイケア

等では限界があり、就労移行の有効性を訴えてきた。その

内容は、過去２回にわたり「札幌市での復職支援を目的と

した就労移行支援の利用実現に向けた課題と実際の取り組

み、今後の展望について」を伝えてきたところである。 

今回は復職支援実現から約２年、札幌市の復職支援の現状

について事例を通して報告する。 

 

２ 課題についてのこれまでの取り組み 

 第28回職業リハビリテーション研究・実践発表会にて、

企業・医療機関・地域への周知活動の必要性を述べた。 

(1) 周知活動 

 復職支援を目的とした就労

移行の利用が可能となったこ

とを、医療機関、就労継続支

援B型・A型事業所へ電話の

他、チラシの配布（図１）で

の周知活動を実施。約８割以

上の機関で、改定があったこ

とを知らず、医療機関に至っ

ては10割が知らない状況で

あった。 

(2) 出張相談・リモート相談 

復職支援が可能になって、相談連絡がこれまでで25件

あった。コロナ禍ということもあり、外出制限があること、

回復期リハビリ中からの情報提供のために早期段階で相談

を下さる医療機関も増えてきた。 

上記の目的に沿えるよう、医療機関に出向く出張相談・

リモート相談を行い、これまで４件に対応してきた。相談

いただいた機関は医療機関のほか、障害者職業センター、

居宅介護支援事業所と多岐にわたり、出張相談・リモート

相談の希望は医療機関に多く、こういった対応に対して良

い評価をいただいている。 

 

３ 事例紹介 

(1) 現病歴 

40代男性。営業職勤務。左脳出血による失語症、記憶障

害を認めた。短文レベルの会話は比較的残存していたが、

緊張度合や複数人数での会話場面では理解の困難さや喚語

困難を認めた。読み・書きについては特に支障を来し、読

みに関しては漢字、カタカナの読みの困難さを認めた。 

回復期リハビリ入院中に、担当作業療法士からクロス

ジョブ札幌を紹介されたが、コロナ禍により外出許可が下

りず出張相談を実施。奥様、担当ソーシャルワーカー、担

当言語聴覚士の同席のもと、クロスジョブ札幌の復職支援

の流れを説明し、本人の復職への気持ち、医師の意見や後

遺障害の程度等の確認などを行った。本人、奥様ともに利

用の意志が確認できたこと、退院後早期からの利用希望が

聞かれたため、入院期間中から利用調整を開始した。 

(2) 利用調整 

本人の了承のもと、企業との調整を実施。企業側は当初

身体的な障害がなく、ある程度コミュニケーションが取れ

る本人を前に就労移行支援の利用なくとも受け入れる意見

も出ていたが、本人自身が復職に対して現状では不安を残

していることの共有をした他、失語症の症状説明をした中

で、失語症の改善には時間を要すことを伝え、その中で企

業側にも復職支援の必要性を感じていただき、同意を得る

ことができた。医師の診断書は病院ソーシャルワーカーが

対応し、医師の診断書、企業の同意書の他、当事業所での

具体的な支援内容を記載した個別支援計画書を区役所に提

出。区役所としても復職支援目的での就労移行利用事例が

初めてとのことで、利用開始までにやや時間を要した。区

役所の担当の方に懇切丁寧なご対応をいただき、病院・事

業所ともに綿密な情報収集を施して頂いたことでスムーズ

な利用開始が実現した。利用開始までにかかる期間は各区

役所によって異なり、長いところで約３か月を要すことも

ある。 

(3) 訓練 

ア 事業所内訓練 

復職後の想定業務を中心に実施。パソコンでの入力業務

の他、メールのやり取りが想定されるためメールの送受信

練習、ルビふりなど失語症への補完方法の獲得練習を実施。

その他営業職としてコミュニケーションが必須であったこ

とから、会話場面が多い訓練の導入の他、週に１度の高次

脳グループワークに参加し、自己理解の整理、促進を行い

ながら他利用者との意見交換の機会を作った。 

図１  クロスジョブ通信 
おとどけ隊 
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イ 企業調整 

本人も含めたケース会議を開催し、現状の報告や復帰時

期の調整を行った。本人の復職に対する不安感払拭のため

双方の意向を随時確認していく他、本人・支援員で高次脳

機能障害についての説明を行った。また、企業が復帰時の

イメージをつけやすく、スムーズな受け入れが可能となる

よう、少なくても月に１度の頻度でメールまたは電話にて

訓練の経過報告や、現状（症状も含めた変化）の報告を

行っていった。 

ウ 関係機関との連携 

当事業所を利用しながら、失語症の改善を目的に外来リ

ハビリも同時並行して活用。適宜情報共有を行った他、企

業への提出書類が必要な場合は病院への連絡調整を行った。  

家族にとっては発症後間もない中、就労移行への利用と

なったことや、外来リハビリへの送迎など、発症後新たな

生活様式へ対応を迫られる他、復職への不安や今後の生計

の不安、高次脳機能障害への理解がままならない状況であ

るためご家族への連絡を行い、不安の聞き取りをしながら

適宜説明や、対処方法を一緒に確認する時間を確保した。 

エ リハビリ出勤 

本人、企業双方で復職時期の目安を設定し、それに合わ

せてリハビリ出勤を実施した。リハビリ出勤開始前に本人

の障害特性と工夫点、配慮事項を記載した資料を本人とと

もに作成し、企業に提出した。合わせて本人からも随時自

身の障害特性を伝えていくことを確認しあった。 

企業の当初の意見としては、「営業に戻ることが難しい

場合でも本人の出来る業務を見つけ、出来ることで働く」

であったが、当初の直属上司が転勤となり上司が変更と

なったことで、「高次脳機能障害（失語症）は改善して、

営業職に戻る」と意向が変わったこと、また失語症の理解

不十分も重なり、事例への対応や配慮が不足している事態

が起きた。 

事例本人としても、職場復帰した後の自分の無力さを痛

感し、「自分の存在価値はないのではないか」「会社は辞

めてほしいと思っているのではないか」と自信喪失に陥り

徐々に会社・自宅での自発的な行動が減り孤立していった。 

オ 定期面談 

リハビリ出勤となった時点で当事業所は定着支援のため

のフォローアップに移行となり、定期面談で対応していた。  

上記の事態に陥っていることを把握した時点で、本人への

聞き取りの他、ご家族・企業への連絡を開始し、企業に対

し、障害特性の説明や配慮事項について改めて情報共有の

機会の確保を出来るよう連絡調整している段階である。 

 

４ 事例からの学びと今後に向けて 

今回、過去２回にわたり、「北海道での高次脳機能障害

の方の復職支援の実現、今後の展望」について報告した。

復職支援の実現を果たし、現在支援を行う中で事例を通し

てわかったこと、今後取り組むべきことを以下に考察する。 

(1) スムーズな利用調整 

札幌市保健福祉局【就労系サービスに関する手引き

（Q&A集）（令和２年２月）】によると、「就労支援機

関や医療機関等の復職支援における対象者要件に該当しな

い等の理由により、復職支援を利用できない方については、

条件を満たす場合に限り、個別に就労移行支援等の利用を

認める」としている。具体的条件として、①企業及び主治

医の事業所利用が適当と判断した同意書、②効果的かつ確

実に復職が見込めることを示す具体的な支援内容となる。

特に②については、企業に事業所利用が適当か否かの判断

を求めるため利用前から情報開示が必要となる。そのリス

クから利用を断念される方もおり、事業所側も少ない情報

の中から有効性を伝えなければいけない難しさがある。ま

た障害状況に加え、復職という個別性の高さから各区役所

での支給決定判断に時間を要すことが少なくない。 

(2) 高次脳機能障害の症状理解の促進 

過去の報告にて「企業側の復職モデルの少なさ」を課題

として提示した。今回の事例からも、高次脳機能障害とい

う【わかりにくい障害】【見えにくい障害】という部分か

ら、復職支援の必要性を認識しづらいこと、その反面復職

後に対応方法や症状理解に困難を示す傾向がある。 

(3) 二次的障害の防止 

高次脳機能障害の方の復職は、発症前の自分と比較し、

自信喪失や孤独感を感じる状況下に陥りやすく二次的障害

を発症するリスクが高くなることがあげられる。 

 以上のことからも、私たち就労支援員が今後取り組むべ

きことは「復職支援の事例実績をあげ、本人・企業にとっ

てメリットがあることを伝えていく」ことである。高次脳

機能障害の方の受傷・発症から復職、就労継続を支援し、

事例を通して示していくことで有効性の実証ができ、戦力

としての復帰を果たすことが出来るのではないかと考える。 

 

【参考文献】 
1) 札幌市保健福祉局『就労系サービスに関する手引き（Q&A

集）』,p20（令和2年2月） 
 
【連絡先】 
角井 由佳 
就労移行支援事業所 クロスジョブ札幌 
e-mail：kakui@crossjob.or.jp 

就労移行支援事業所における高次脳機能障がいの方の復職支援の実践報告 

～地域ニーズの聞き取りと結果～ 
 

○角井 由佳（NPO法人クロスジョブ クロスジョブ札幌 就労支援員） 

柏谷 美沙・伊藤 真由美（NPO法人クロスジョブ クロスジョブ札幌） 

巴 美菜子・濱田 和秀（NPO法人クロスジョブ） 
 

１ はじめに 

高次脳機能障害の方の復職支援は働き方改革の柱である

と考える。そこに札幌市が考えるリワーク支援やデイケア

等では限界があり、就労移行の有効性を訴えてきた。その

内容は、過去２回にわたり「札幌市での復職支援を目的と

した就労移行支援の利用実現に向けた課題と実際の取り組

み、今後の展望について」を伝えてきたところである。 

今回は復職支援実現から約２年、札幌市の復職支援の現状

について事例を通して報告する。 

 

２ 課題についてのこれまでの取り組み 

 第28回職業リハビリテーション研究・実践発表会にて、

企業・医療機関・地域への周知活動の必要性を述べた。 

(1) 周知活動 

 復職支援を目的とした就労

移行の利用が可能となったこ

とを、医療機関、就労継続支

援B型・A型事業所へ電話の

他、チラシの配布（図１）で

の周知活動を実施。約８割以

上の機関で、改定があったこ

とを知らず、医療機関に至っ

ては10割が知らない状況で

あった。 

(2) 出張相談・リモート相談 

復職支援が可能になって、相談連絡がこれまでで25件

あった。コロナ禍ということもあり、外出制限があること、

回復期リハビリ中からの情報提供のために早期段階で相談

を下さる医療機関も増えてきた。 

上記の目的に沿えるよう、医療機関に出向く出張相談・

リモート相談を行い、これまで４件に対応してきた。相談

いただいた機関は医療機関のほか、障害者職業センター、

居宅介護支援事業所と多岐にわたり、出張相談・リモート

相談の希望は医療機関に多く、こういった対応に対して良

い評価をいただいている。 

 

３ 事例紹介 

(1) 現病歴 

40代男性。営業職勤務。左脳出血による失語症、記憶障

害を認めた。短文レベルの会話は比較的残存していたが、

緊張度合や複数人数での会話場面では理解の困難さや喚語

困難を認めた。読み・書きについては特に支障を来し、読

みに関しては漢字、カタカナの読みの困難さを認めた。 

回復期リハビリ入院中に、担当作業療法士からクロス

ジョブ札幌を紹介されたが、コロナ禍により外出許可が下

りず出張相談を実施。奥様、担当ソーシャルワーカー、担

当言語聴覚士の同席のもと、クロスジョブ札幌の復職支援

の流れを説明し、本人の復職への気持ち、医師の意見や後

遺障害の程度等の確認などを行った。本人、奥様ともに利

用の意志が確認できたこと、退院後早期からの利用希望が

聞かれたため、入院期間中から利用調整を開始した。 

(2) 利用調整 

本人の了承のもと、企業との調整を実施。企業側は当初

身体的な障害がなく、ある程度コミュニケーションが取れ

る本人を前に就労移行支援の利用なくとも受け入れる意見

も出ていたが、本人自身が復職に対して現状では不安を残

していることの共有をした他、失語症の症状説明をした中

で、失語症の改善には時間を要すことを伝え、その中で企

業側にも復職支援の必要性を感じていただき、同意を得る

ことができた。医師の診断書は病院ソーシャルワーカーが

対応し、医師の診断書、企業の同意書の他、当事業所での

具体的な支援内容を記載した個別支援計画書を区役所に提

出。区役所としても復職支援目的での就労移行利用事例が

初めてとのことで、利用開始までにやや時間を要した。区

役所の担当の方に懇切丁寧なご対応をいただき、病院・事

業所ともに綿密な情報収集を施して頂いたことでスムーズ

な利用開始が実現した。利用開始までにかかる期間は各区

役所によって異なり、長いところで約３か月を要すことも

ある。 

(3) 訓練 

ア 事業所内訓練 

復職後の想定業務を中心に実施。パソコンでの入力業務

の他、メールのやり取りが想定されるためメールの送受信

練習、ルビふりなど失語症への補完方法の獲得練習を実施。

その他営業職としてコミュニケーションが必須であったこ

とから、会話場面が多い訓練の導入の他、週に１度の高次

脳グループワークに参加し、自己理解の整理、促進を行い

ながら他利用者との意見交換の機会を作った。 

図１  クロスジョブ通信 
おとどけ隊 

－ 126 － － 127 －



記憶障害のある方に対する、精神的不安からくる不調の視覚化による認知の促し 
～定着支援システムSPISを使用して～ 

 
〇家門 匡吾（NPO法人クロスジョブ 就労移行支援事業所クロスジョブ梅田 高次脳機能障害支援担当） 

濱田 和秀・巴 美菜子(NPO法人クロスジョブ) 
 

１ はじめに 

NPO法人クロスジョブでは、就労移行支援事業のみを

行っている事業所である。高次脳機能障害、発達障害のあ

る方をメインとし、知的障害、精神障害を含め、様々な障

害のある方に対し、就職の支援を提供している。 
今回、心停止による低酸素脳症を発症後、後遺症として

高次脳機能障害を呈し、記憶障害の影響により、不安から

くる体調不良に気付けず、欠席が続いた症例に対し、定着

支援システムSPIS（以下「SPIS」という。）を使用し、

視覚的認知を促した。その結果、欠席がなくなり、不安か

らくる体調不良も事前に察知し、相談ができるようになっ

た症例を経験したため報告する。 

 

２ 症例報告 

【基礎情報】 

50歳半ばの男性。心停止による低酸素脳症の後遺症とし

て高次脳機能障害を呈した。症状としては、記憶障害、注

意障害であった（表１）。 

 

表１ 神経心理学検査 

 評価結果 所見 

リバーミード 

行動記憶検査 

標準プロフィール

合計：17/24 

スクリーニング合

計：8 /12 

聴覚情報の保持は比

較的可能。 

〈道順〉〈用件〉では直後

の再生から抜けを認め

る。 

三宅式記銘力 

検査 

有意味：7/9/10 

無意味：0/1/1 

無意味に関しては、手

がかりを伝えても思い

出すことが出来ない。 

REYの複雑図形 模写：34/36 

直後：17.5/36 

遅延：16.5/36 

模写の段階で構成の

ずれあり。遅延再生で

の低下が著明。 

SDMT 48/110 図形と数字が覚えられ

ず、毎回確認する。解

いている問題の場所を

探すことにも時間を要

す。 

 

 

 

【既往歴】 

発症14年前、過労により双極性障害を発症、現在は服薬

と月１回の通院のみ。症状なく経過している。 

【前職】 

工場の機械設計を行う会社を自営していたが、発症によ

り廃業となる。 

 

３  経過 

(1) 訓練状況 

【記憶障害の状況】 

代償手段としてのメモ取りやスマートフォンによるスケ

ジュール管理は、通所開始時から定着していた。 

業務に必要な物品の位置や作業工程を覚えることに時間が

かかっていた。 

【作業の得手不得手について】 

組み立てや清掃業務など、同じ作業の反復では、作業工

程を覚えることも速く、スピードも徐々に速くなり、ミス

なく行うことが出来た。 

その反面、事務作業のデータ入力やチェック業務では、

注意障害の影響から入力ミスや見落としがあった。指さし

確認、ダブルチェックなどの対策を行うがミスはなくなら

なかった。 

(2) 体調不良での欠席数が増加 

通所開始から１日も休まずに通われていたが、１年経過

し、就職活動を開始した頃に、通所後初めて体調不良(腹

痛・下痢)による欠席を認めた。その後、月に数回の欠席

が数か月継続したため、生活状況や精神的不安について状

況の確認を行った。 

「就職活動が進んでいないことや母が入院してしまい、

今後に不安はあるが、あまり気にしないタイプ。」、「腹

痛はよくおきる。元々、下しやすい体質。今は整腸剤を飲

んでいる。」、「寝付くまでに時間がかかる。途中覚醒も

ある。」、「最近は頓服(抗不安薬；リボトリール)を飲ん

でいるが、いつに何回、飲んだかは覚えていない。」と精

神的不安に対する認識が低く、睡眠の問題や抗不安薬の服

用も飲んだ、寝られなかった事実だけ記銘されており、い

つ、週に何回飲んだかといった詳細な内容は覚えていな

かった。そのため、不安からくる体調不良や睡眠の問題や

抗不安薬の服用について気づきを促し、自己管理すること

を目的にSPISを導入した。 
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(3) SPISの利用 

SPISは、チェックしたい評価項目を自由に設定し、１

～４(１が良い、４が悪い)の４段階で、その日の調子を記

入し、経過をグラフ化することが出来る。また、日報に、

その日の作業の様子など記載することが出来る。 

今回設定した、評価項目は①服薬の有無（服薬していな

ければ１、服薬すれば４で記入）②腹痛の有無（腹痛がな

ければ１、腹痛があれば４で記入）③不安の有無（無けれ

ば１、増加するにつれて数値が増加）④睡眠の質（浅眠や

途中覚醒があれば１、寝ていれば４）。また、日報に睡眠

の状況、腹痛の状況、今感じている不安について記載した。

１週間に一度面談を実施し、１週間の記入状況をグラフ化

し提示、状況の詳細確認を行った。 

結果、腹痛や下痢による欠席があった週のグラフでは、

不安の数値が悪くなるにつれ、睡眠の質が悪くなり、服薬

回数の増加がみられた。逆に体調が安定している週は、欠

席もなく、不安の数値は低かった。   

SPISによって生活リズムや心身状況を数値化し、毎週

確認を行うことで、感じている不安から体調不良となりや

すいことを自覚され、最終的には、「寝つきの悪さの自

覚」、「途中覚醒が起きた場合の対処」に加え、「自身で

服薬回数を把握し、回数が増加したら、今感じている不安

について、担当スタッフに相談する」という流れが出来、

腹痛や下痢による欠席はなくなり、次第に睡眠も安定して

いった。 

現在、工場に就職し、組立て作業に従事している。 

 

４ 考察 

McEloryら１）によれば、双極性障害に対する不安症の

併存率が高いと報告している。本症例は不安症の診断はな

いものの、就職活動がうまくいかないことや母親の体調不

良に対する不安から、睡眠障害や腹痛・下痢などの体調不

良を認め、日常生活に支障が出ていることから、双極性障

害だけでなく、不安に対する配慮が早くから必要であった

と考えられる。 

今村２）は、建物などの場所の記憶、顔や名前の記憶、

会話の記憶、予定の記憶（展望記憶）、個人の生活のなか

の出来事の記憶（自伝的記憶）などを日常的記憶と提唱し

ている。本症例は不安を感じているものの、いつ・週に何

回程、抗不安薬を服用したのか、寝付けない・途中覚醒し

たのはいつか、という日常的記憶障害を認めているため、

精神的不安と体調不良が結びつかず、自身での対策ができ

ないまま欠席が続いていたと考えられる。 

SPISは本来、精神・発達障害のある方やメンタル不調

の方向けの 雇用管理システムであるが、システムの特徴

である個人の特性に合わせた評価項目を作成し、点数化、

グラフ化をすることで、日常記憶障害に対する視覚的代償

手段として活用することが出来、精神的不安からくる体調

不良を事前に察知し対策が出来るようになったと考える。 

 

５ まとめ 

高次脳機能障害、特に記憶障害のある方に関しては、本

症例のように、生活における行動記憶が一部抜け落ちてし

まう方も多い。SPISなど外部支援のシステムを使うこと

で数値化による共通認識を持ち、就職に向けて、早期から

自己理解を深め、不安の解消、生活リズムの安定を図るた

めの一助となり、有用であると感じた。 
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「注意障害に対する学習カリキュラム」の開発について 
 

○武内 洵平（障害者職業総合センター職業センター開発課 障害者職業カウンセラー） 
圷 千弘 （障害者職業総合センター職業センター開発課） 

 
１ はじめに 
障害者職業総合センター職業センター（以下「職業セン

ター」という。）が実施している高次脳機能障害者を対象

としたプログラムには、休職者を対象とした職場復帰支援

プログラム及び就職を目指す就職支援プログラム（以下

「プログラム」という。）がある。プログラムの実施を通

じて高次脳機能障害者の自己認識の促進、補完手段の習得

及び高次脳機能障害者を雇用している事業主又は雇用を検

討している事業主に対する支援を目的とした技法の開発等

を行い、地域障害者職業センター（以下「地域センター」

という。）及び就労支援機関等で実施する高次脳機能障害

者に対する就労支援に資するためにその成果の伝達・普及

を行っている。 
高次脳機能障害者に見られる症状は多岐にわたる。2008

年に東京都で行われた退院患者調査１)によれば、記憶障

害、行動と感情の障害、注意障害の順に多いことが報

告されている。また、2012年に障害者職業総合センター

研究部門が地域センター（52所）を対象に実施した調査２)

では、地域センターがジョブコーチ支援を実施した高次脳

機能障害者（112名）に見られた症状の内訳として記憶障

害（74名）、注意障害（56名）、遂行機能障害（47名）の

順に多く、作業遂行上の問題点について「作業・入力ミス」

「処理スピード」など注意機能に関する項目が上位になっ

ている。 

職業センターでは、記憶障害のグループワーク（実践

報告書№38）は、2021年度に、感情コントロール支援

のグループワーク（実践報告書№33）は、2019年度に

開発し、実践報告書に取りまとめている。 
これらの調査研究から注意障害に対する支援の必要性が

高いと考え、職業センターでは高次脳機能障害者の就労支

援における注意障害に対する学習カリキュラム（以下「カ

リキュラム」という。）の開発を行うこととした。 
 

２ 注意障害の認知リハビリテーションについて 
1996 年に Barbara A.が創設した英国の The Oliver 

Zangwill Centre（以下「OZC」という。） は神経心理学

的なリハビリテーションを行う専門施設として開設され、

注意障害の認知リハビリテーションと遂行機能障害のゴー

ルマネジメント訓練等のグループワークが実施されている。 
このグループワークの構成は、注意とは何か等の知識付

与の講義、会話しながらトランプカードを並べ替える等の

日常生活場面の課題、ホームワーク、意見交換を通じ、自

己認識の促進を目指す内容となっている。グループワーク

の効果として、注意障害のみならず遂行機能の改善につい

てのエビデンスが示されている３)。 
また、注意障害の認知リハビリテーションとして注意の

持続、選択、転換、分配に対する訓練課題を合わせた機能

回復訓練であるAPT（Attention Process Training）が広

く知られている４)。 
職業センターではOZCのグループワークを参考にAPT

の訓練課題の要素も取り入れ、職業リハビリテーションの

領域でも有効に活用できる内容を採り入れ、カリキュラム

を開発し、プログラムにおいて試行している。本発表では、

カリキュラムの概要や試行実施の状況について報告する。 
 

３ カリキュラムの概要 
(1) カリキュラムの目標 

OZCでは、グループワークの目標を「注意に対する気

づきの程度を増やす、メタ認知のスキルを高めるこ

と」 としており、職業センターのカリキュラムの目

標としても、①自分の注意の特徴を知り、説明できる

ようになること（メタ認知スキルの向上）、②自己対

処の方法、職場に求める配慮事項について整理するこ

と（対処手段の整理）とした。 

(2) カリキュラムの構成 

カリキュラムは、「講義」（注意機能に関する知識付与

のための講義）、「体験ワーク」（注意機能がどのような

ものか体験、理解するための図形の抹消課題等のワーク）、

「意見交換」（自己認識の促進を目指す意見交換）を組み

合わせた全５回のグループワークで構成している（表１）。

また、グループワーク実施後に、注意機能の気づきを促す

ため「個別面談」やホームワークとして「プチトレーニン

グ」を行っている。 
 

４ カリキュラムの実施方法 
(1) 対象者 

プログラム開始にあたり取得している「主治医の意見書」

において注意障害と記載のあった受講者の中で、カリキュ

ラムを希望する者に実施。 
(2) 人数 

１グループ最大５名で実施。 
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(3) 時間・回数 

１回120分、第４回までは毎週１回連続して実施し、第

５回は第４回の２週間後に実施。 
(4) 支援体制 

 試行実施では基本として、「進行役」「板書役」「個別

のフォロー役」の３名の支援体制で行った。 
(5)効果測定 

効果測定としては、①プログラム中の行動観察、②注意

力に関する自己認識についての質問紙の記入（試行実施の

前後）③標準注意検査法（CAT）の実施（試行実施の前

後）及び④ワークサンプル幕張版を一部実施した。 
 

表１ カリキュラムの構成 
 第１回 第2回 第3回 第4回 第5回 

講
義 

・高次脳機能障

害とは 
・注意の４つの

機能 
・注意の持続と

選択 

・注意の配分と

転換 
・対処手段とは 
・自己対処の工

夫と環境調整 

・注意を妨げる

要素 
・注意と外的環

境 
・注意と内的環

境 

・自己観察日誌

の活用 
・これまでの講

義内容の復習 

体
験
ワ
ー
ク 

・ニュース記事

の聞き取り 
・抹消課題 
・動物探し 
・文書校正 

・トランプ課題 
・仮名ひろい 
・抹消課題 

・静か/騒がし

い、きれい/散ら

ばっている環境

下で作業体験 
・呼吸法/リラク

ゼーション技法 

・パーテーショ

ン/PC読み上げ

機能/ルーペ/画
面拡大などの工

夫についての体

験 

・プレゼンテー

ション資料を作

成して発表 

意
見
交
換 

・自己紹介 
・体験ワークの

振り返り 

・体験ワークの

振り返り 
・効果がありそ

うな対処手段に

ついて 

・体験ワークの

振り返り 
 

・効果がありそ

うな対処手段に

ついて 
・どのような対

処手段を用いる

か目標の共有 

 
５ カリキュラムの実施内容 
(1) 第１回 
 注意の４つの機能のうち「続けられる力（持続）」「見

つけられる力（選択）」について講習と体験ワークを行う。 
(2) 第２回 
 注意の４つの機能のうち「同時に注意を向ける力（配

分）」「切りかえる力（転換）」について講習と体験ワー

クを行う。 
(3) 第３回 
 注意を妨げる要素として外的環境（視覚的刺激・聴覚的

刺激・温度湿度等）、内的環境（感情・体調・興味）につ

いて解説しそれらを整える方法について講習と体験ワーク

を行う。 
(4) 第４回 
 様々な対処手段の体験を行う中で、受講者それぞれの注

意の特徴について意見交換を交えて整理する（強み、課題、

苦手な場面や要因、対処方法）。 
(5) 第５回 
 受講者それぞれの注意の特徴、対処手段、職場に配慮を

求めることについてシートに整理して発表する。 
 
 

６ 試行状況 
 試行実施状況は下記のとおりであった。 
(1) 対象者 
 １クール目の対象者は30代男性１名、40代男性１名、２

クール目の対象者は50代男性１名、50代女性１名である。 
(2) 結果と考察 

PC入力や書類作成の際に数字の抜け漏れが課題となっ

ていた対象者が、画面拡大やルーラーの使用等の補完手段

を自ら実践することで、抜け漏れを減少させていた。また、

注意を妨げる要素として易疲労性に気づき、１時間に１回

休憩することでミスの減少に努めていた対象者もいた。 
 注意に関する自己認識の質問紙においては、カリキュラ

ム後、全ての対象者が、「自分の注意力の特徴を周囲に説

明できる」と回答するとともにプレゼンテーション資料を

作成して発表することができる等の効果が見られた。 
 標準注意検査法（CAT）においては、聴覚性検出課題

の受講後の正答率が受講前と比較して高くなった対象者が

いた。 
ワークサンプル幕張版においては、正答率や作業時間に

大きな違いは見られなかったものの、先述の行動観察のと

おり、カリキュラム後はご自身に合った補完手段を自ら実

践する様子が窺われた。 
以上の効果測定の結果から、本カリキュラムは、注意障

害に対する自己認識の促進や、注意の補完手段の活用の促

進について一定の効果があったと考えられる。 

 

７ 今後の方向性 
現在、上記結果や対象者との振り返りを踏まえ、さらな

るカリキュラムの改善に取り掛かっているところである。

今後は改善したカリキュラムによる３クール目の試行実施

を行い、支援の概要や実施方法、留意事項、支援事例等を

取りまとめて実践報告書を2023年３月に発行する予定であ

る。 
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